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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１本またはそれ以上の歯牙の上に装着して、前記１本またはそれ以上の歯牙の知覚色を
変化させ、０．１～１．５ｍｍの平均厚みを有する自立型シェルを作製する方法であって
、前記方法が、前記１本またはそれ以上の歯牙模型上で高分子シートを熱成型するステッ
プを具えており、
　前記高分子シートが、異なる高分子組成物の２又はそれ以上の層を具えるラミネートで
あり、前記高分子組成物が、１種類の高分子と、色素、染料、光散乱粒子および蛍光材料
から成る群から選択される１またはそれ以上の種類の光学添加物とを含み、前記光学添加
物が、
　（ｉ)４００ｎｍ未満の波長の光を吸収し、４００ｎｍと６００ｎｍとの間の波長の光
を放射する蛍光物質と、
　（ｉｉ)二酸化チタン、硫酸バリウム、炭酸カルシウム、窒化ホウ素、シリカ、マイカ
および酸化亜鉛から構成される群から選択される光散乱粒子と、
の一方又は双方を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、前記層の１つが、（ａ）光学漂白剤を含み、（ｂ）前
記シェルの外面の部分ではない、第１の層であることを特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の方法において、前記第１の層が三層ラミネートの中心層であることを
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特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項２に記載の方法において、前記第１の層が前記歯牙と接触し、光学添加物の第１
の濃度を含んでおり、前記ラミネートが、（ａ）露出され、（ｂ）前記光学添加物を含ま
ない第２の層を具えることを特徴とする方法。
【請求項５】
　請求項２に記載の方法において、前記第１の層が前記歯牙と接触し、光学添加物の第１
の濃度を含んでおり、
　前記ラミネートが、前記光学添加物の第２の濃度を含む第２の層を含んでおり、
　前記第２の濃度が、前記第１の濃度よりも低いことを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、歯の外観を変える為の製品と方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ヒトの口腔内の歯を変化させるか、或は、修正する為に、多くの製品と方法が、用いら
れるか、或は、使用提案がなされている。歯列矯正法においては、その目的は、２本、或
は、それ以上の歯の相対的な位置を変化させる事にある。ある種の審美的方法においては
、その目的は、歯が、より白く見えるように歯の知覚色を変えることにある。
【０００３】
　ある歯列矯正法では、歯に装着する一つ、或はそれ以上の硬質ポリマー製シェル（ｓｈ
ｅｌｌ：通称マウスピース）を利用する。それらの硬質ポリマー製シェルは、所定の位置
にあると、一本、或はそれ以上の歯に正確に適合せず、それゆえ、歯に変位力が加わり、
時間の経過と共に２本或はそれ以上の歯の相対的位置を変化させる。例えば米国特許第５
，９７５，８９３号（Ｃｈｉｓｈｔｉ）、あるいは米国特許第７，２２０，１２２号（Ｃ
ｈｉｓｈｔｉ）を参照することができる。各特許文献の開示内容の全てが参照により本明
細書に援用される。歯科、及び、矯正用途に用いられるものを含む多くのポリマーは、押
し出し成形、射出成形、そして／或は、加熱成形などの製造、或は、加工中に生ずる淡黄
色を呈する。その結果、硬質ポリマーシェルの主目的は機能しているにもかかわらず、そ
の黄色の色を変える為に、少量の添加物をしばしば含むことが有る。これは、“色補正”
（ｃｏｌｏｒ　ｃｏｍｐｅｎｓａｔｉｏｎ）、或は、“色校正”（ｃｏｌｏｒ　ｃｏｒｒ
ｅｌａｔｉｏｎ）とよばれる。
【０００４】
　歯を白くする為に、多くの努力と費用が、費やされてきた。しかしながら、既知の審美
的処置は、本質的な欠点を有する。多くの審美的処置には、歯に直接塗布する漂白剤が使
われる。漂白剤は、自然の歯の構造そのものを傷つける可能性があり、そして／或は、自
然の歯の構造、そして／或は、汚れ、そして／或は、充填物、そして／或は、歯冠に対し
て、異なる審美的効果を生ずる可能性がある。他の審美的処置には、歯の表面に被膜を形
成する組成物が使用される。これらの組成物は、均一に、かつ、正確に適用する事が難し
く、比較的早く劣化し、そして／或は、取り除くのが、困難である。既知の審美的処置に
関する情報については、以下の特許文献、例えば、米国特許第３，９８６，２６１号，第
４，０３２，６２７号，第５，７１６，２０８号，第６，３４３，９３３号，第６，３６
８，５７６号，第６，５０３，４８５号，第６，９８６，８８３号そして第７，２１４，
２６２号，及び、米国特許公報２００５／０１７５５５２及び２００７／００８６９６０
を参照することができ、あらゆる目的のために、それらの開示内容の全てが、参照文献に
より本明細書に援用される。
【発明の概要】
【０００５】
　本発明に従って、歯の知覚色を変化させるための新しい製品と方法が見出された。本発
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明のいくつかの実施形態においては、その製品と方法はまた、２本、或は、それ以上の歯
の相対的位置を変える。本明細書を通して、使用される歯（ｔｏｏｔｈとｔｅｅｔｈ）と
いう用語には、充填物もしくは歯冠によって修復された天然歯を含む天然歯（ｎａｔｕｒ
ａｌ　ｔｅｅｔｈ）、インプラントした歯、１本もしくはそれ以上の天然歯もしくはイン
プラントされた歯に固定されたブリッジもしくはその他の装具の一部である義歯（ａｒｔ
ｉｆｉｃｉａｌ　ｔｅｅｔｈ）、ならびに、取り外し可能な装具の一部である義歯（ａｒ
ｔｉｆｉｃｉａｌ　ｔｅｅｔｈ）が含まれる。
【０００６】
　第１態様の中で、本発明は、１本もしくはそれ以上の歯に適合し、シェル（ｓｈｅｌｌ
：通称マウスピース）と歯の組み合わせを望ましい外観にさせる１種類もしくはそれ以上
の光学的添加物とポリマーを含む高分子組成物から構成される自立型シェル（ｓｅｌｆ－
ｓｕｐｐｏｒｔｉｎｇ　ｓｈｅｌｌ）を提供する。本明細書において“光学的添加物”（
ｏｐｔｉｃａｌ　ａｄｄｉｔｉｖｅ）という用語は、高分子組成物の色、或いは、光透過
特性を実質的に変える添加物を意味する。
【０００７】
　第２態様の中では、本発明は、１本もしくはそれ以上の歯に本発明の第１態様における
自立型シェルを装着し、歯の外観に望ましい変化を与える方法を提供する。
【０００８】
　第３態様の中では、本発明は、本発明の第１態様における自立型シェルを作成する方法
を提供する。その方法は、選択された高分子組成物を、シェルが装着される歯に適合する
形状に形成する方法を含む。選択される高分子組成物は、シェルが取り付けられる歯の色
を評価し、その評価結果に基づいて、一連の異なる色の高分子組成物の中から選択される
ことが望ましい。
【０００９】
　第４態様の中では、本発明は、下記を含む方法を提供する。
（Ａ）本発明の第１態様に係る自立型シェルが設置される歯の色を評価する方法、
（Ｂ）異なる色を有する一連の組成物の中から、本発明の第１態様に係る自立型シェルに
成形される時、歯の外観に望ましい変化を提供する組成物を選択する方法、
そして
（Ｃ）選択された組成物を自立型シェルに成形する方法。
【００１０】
　第５態様の中では、本発明は、下記を含む方法を、提供する。
（Ａ）着色サンプル一式の中から、処置される歯の色に適合するサンプルを選択する方法
と
（Ｂ）選択されたサンプルと、自立型シェルに成形されて歯の上に設置される時、歯に望
ましい外観を与える高分子組成物とを、関連付ける方法。
【００１１】
　第６態様では、本発明は、たとえば、シェルが取りつけられる歯の物理模型の周囲にシ
ートを加熱成形する事により、本発明の第３或いは第５態様の方法で使用される。
【００１２】
　第７態様では、本発明は、一連の高分子組成物のシートを提供する。それらのシートは
、（ｉ）異なる量の光学的添加物を含む種々の組成物から形成され、そして（ｉｉ）本発
明の第１態様に従って自立型シェルに成形される事が出来るシートである。例えば、異な
るシートのそれぞれについて、同一のサンプルが、少なくとも２枚、あるいは、少なくと
も３枚、あるいは少なくとも４枚、好ましくは少なくとも５枚、たとえば、５～２０枚あ
ってしかるべきである。
【００１３】
　第８態様では、本発明は、本発明において用いられる新規の高分子組成物を提供する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
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　本発明は、添付図面に示される。
【図１Ａ】図１Ａは、カラー写真の白黒版である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、カラー写真の白黒版である。
【図２】図２は、カラー写真の白黒版である。
【図３】図３は、カラー写真の白黒版である）。
【図４】図４は、カラー写真の白黒版である）。
【図５】図５は、カラー写真の白黒版である。
【図６】図６は、カラー写真の白黒版である。
【図７】図７は、変色した歯（エリアＡ）、正常な歯（エリアＢ）、白くした歯（エリア
Ｃ）、矯正装置（エリアＤ）でしばしばみられる色の範囲と、本発明の歯科用シェル（通
称マウスピース）に好ましい色の範囲（エリアＥ）を示す。図７において、水平軸におけ
る負の値は緑色に関連し、正の値は赤色に関連する。また、垂直軸における負の値は青色
に関連し、正の値は黄色に関連する。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　上記の＜発明の要約＞、及び、＜実施例＞と＜図面＞を含む下記の＜発明の詳細な説明
＞において、本発明の特定の特徴が参照される。本明細書における本発明の開示は、その
ような特定の特徴の可能な組み合わせを全て含むものと理解されなければならない。例え
ば、ある特定の特徴が、特定の態様、或は、特定の実施例の文脈の中で、開示される場合
、その特徴は、他の特定の態様および実施例および本発明全体と組み合わせて用いる事も
出来る。但し、その文脈が、その可能性を除外する場合を除く。本明細書で開示される本
発明は、本明細書で具体的に記載されていない実施例を含み、そして、例えば、本明細書
で具体的に記載されていないが、本明細書で明確に開示される特徴と同一、同等、或は、
類似の機能を提供する特徴を使用する事が出来る。
【００１６】
　本明細書において“含む”（ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ）という用語と、そして、文法的に同
義の用語は、具体的に特定された特徴に加え、任意で他の特徴も存在するという意味で用
いられる。例えば、成分Ａ，Ｂ，及び、Ｃを“含む”（“ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ”或は“
ｗｈｉｃｈ　ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ”）組成物、或は、装置は、成分Ａ，Ｂ，及びＣのみを
含むか、或は、成分Ａ，Ｂ，及びＣのみならず、一つ、或は、それ以上の他の成分も含む
事が出来る。本明細書において“本質的に～からなる”（ｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇ　ｅｓｓ
ｅｎｔｉａｌｌｙ　ｏｆ）という用語とその文法的同義語は、特定の特徴に加えて、請求
特許を実質的に変更しない他の特徴が存在するかもしれないという意味で用いられる。
本明細書において、そのあとに数字が続く“少なくとも”（ａｔ　ｌｅａｓｔ）という用
語は、その数字で始まる範囲（定義される変数によって、上限のある範囲かもしれないし
、上限の無い範囲かもしれない）の最初を示す為に使われる。本明細書において、そのあ
とに　数字が続く“多くても”（ａｔ　ｍｏｓｔ）という用語は、その数字で終わる範囲
（定義される変数によって、１か０を下限とする範囲かもしれないし、或は、下限を持た
ない範囲かもしれない）の終わりを示す為に用いられる。範囲が、“（一つ目の数字）か
ら（二つ目の数字）”、或は、“（一つ目の数字）―（二つ目の数字）”のように示され
る場合、これは、一つ目の数字を下限とし、二つ目の数字を上限とする範囲を意味する。
本明細書において“複数の“（ｐｌｕｒａｌ）、“多数の”（ｍｕｌｔｉｐｌｅ）、“複
数”（ｐｌｕｒａｌｉｔｙ）、“多数”（ｍｕｌｔｉｐｌｉｃｉｔｙ）という用語は、二
つ、或は、二つ以上の特徴を示す為に用いられる。
【００１７】
　引用が、“一つ”（ａ　ｏｒ　ａｎ）の特徴に対して、なされる場合、これは、二つ、
或は、それ以上の特徴が有る可能性を含む。（文脈が、その可能性を除外する場合を除い
て）。引用が、二つ、或は、それ以上の特徴に対してなされる場合、これは、二つ、或は
、それ以上の特徴が、同じ機能を提供するより少ない数、或は、より大きな数によって置
き換えられる可能性を含む。（文脈が、その可能性を除外する場合を除いて）。ここで示



(5) JP 6385828 B2 2018.9.5

10

20

30

40

50

される数字は、文脈や表現に応じた許容範囲をもって解釈される。例えば、各数字は、専
門家によって慣例的に用いられる方法によって測定出来る精度に基づく変数幅に委ねられ
る。
【００１８】
　この明細書は、関連する全ての書類と、この明細書と同時に提出されるか、以前にこの
特許申請に関連して提出された全ての書類（この明細書と共に公的審査の為に公開される
書類を含むが、限定されない）を、包含する。
【００１９】
　この明細書で示される部分（ｐａｒｔｓ）、パーセンテージ、比率（ｒａｔｉｏｓ）は
、別途記載されない限り重量（ｗｅｉｇｈｔ）によるものである。
【００２０】
　特記しない限り、色測定（ｃｏｌｏｒ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ）という用語は、ＬＡ
Ｂ　ＣＩＥカラースケールを用いた測定に関連して用いられる。ここで、Ｌは、全反射光
、Ａは、赤（＋）－緑（－）のカラー軸、そして、Ｂは、黄色（＋）－青色（－）のカラ
ー軸に関連し、Ｄ６５（昼光色）光源を用いて、測定される。しかし、色は、デジタル画
像を利用するＣＹＭＫスケールを用いて、測定する事も出来る。その他の色測定システム
も知られており、本発明の製品を評価するのに適した方法が、用いられる。
【００２１】
　色素（ｐｉｇｍｅｎｔ）という用語は、高分子に混合されうる固体の特殊な着色剤を、
示す為に、ここでは、用いられる。
【００２２】
　染料（ｄｙｅ）という用語は、高分子中に溶解するか分子的に分散する着色剤を示す為
に、ここでは、用いられる。
【００２３】
　蛍光剤（ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｔ　ａｇｅｎｔ）という用語は、スペクトルの一領域の
光を吸収し、同じ、或は、異なるスペクトル領域の光を放出する材料を示す為に、ここで
は、用いられる。発光は、ほとんど即時になされるか、或は、遅れるかもしれない。
【００２４】
　光透過（ｌｉｇｈｔ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）という用語は、サンプルを通過する
光の量を示す為に使われる。　特記しない限り、透光性は、ＡＳＴＭ　Ｄ１００３－１１
（透明プラスチックの光透過に対する標準的試験方法）に類似した方法により測定される
可視光に関係する。光透過は、比色計と白色参照サンプルを用いても、測定される。その
場合には、測定は、サンプルを透過する２本の光透過路を、含む。
【００２５】
　入射光（ｉｎｃｉｄｅｎｔ　ｌｉｇｈｔ）という用語は、対象物を照らし、反射、分散
、或は、少なくとも、部分的に対象物により吸収されるかもしれない光を示す為に、ここ
では、用いられる。
【００２６】
　反射光（ｒｅｆｌｅｃｔｅｄ　ｌｉｇｈｔ）という用語は、対象物に衝突した後、対象
物表面で反射する入射光を示す為に、ここで、使われる。
【００２７】
　散乱光（ｓｃａｔｔｅｒｅｄ　ｌｉｇｈｔ）という用語は、対象物に衝突した後、まっ
すぐな経路から分岐する光を示す為に、ここで、使われる。
【００２８】
　光散乱粒子（ｌｉｇｈｔ　ｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ　ｐａｒｔｉｃｌｅｓ）という用語は
、約０．２から２０ミクロンの粒径で、透明、或は、実質的に白色の粒子を示す為に、こ
こでは、用いられる。白色は、粒子が、約４００ｎｍから約７００ｎｍまでの領域にある
光を、十分に吸収しない事を、意味する。
【００２９】
　熱可塑性高分子（ｔｈｅｒｍｏｐｌａｓｔｉｃ　ｐｏｌｙｍｅｒ）という用語は、低温
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では、比較的固く、加熱、及び、加圧により比較的軟らかくなり、冷やすと再び比較的固
くなる高分子を示す為に使われる。ただし、熱と圧力は、高分子を、化学的に分解しない
事を、条件とする。
【００３０】
　熱硬化性重合体（ｔｈｅｒｍｏｓｅｔｔｉｎｇ　ｐｏｌｙｍｅｒ）という用語は、比較
的低温で、固体、或は、粘性を有する材料で、熱、及び／或は、適切な放射線を加える時
、及び／或は、材料が、一回或はそれ以上の化学反応に耐える時、不可逆的に、不溶性の
高分子ネットワークに変化する高分子組成物を示す為に、ここでは、用いられる。熱硬化
型高分子（ｔｈｅｒｍｏｓｅｔ　ｐｏｌｙｍｅｒ）という用語は、硬化された熱硬化性重
合体を示す為に用いられる。
【００３１】
高分子組成物内の高分子
　本発明に用いられた自立型シェルの高分子組成物に含まれる高分子は、ホモポリマーも
しくはランダムコポリマー、ブロックコポリマー、或は、グラフトコポリマーのいずれで
あってもよい。前記の高分子組成物は、単一高分子もしくは２種類或はそれ以上の高分子
の混合物を含有することができる。一般に、ポリマーは実質的に透明であるため、自立型
シェルの光学特性は、ポリマーに混合される光学添加物に支配される。しかし、本発明は
、ポリマーが光を散乱させる半結晶性ポリマーである可能性を含んでいる。
【００３２】
　ポリマーは、任意に次の特性の１つ、或は、それ以上（すなわち、次の特性の１つ、或
は、次の特性の２つ、或は、それ以上の考えられるあらゆる組み合わせ）を選択的に、持
つ事が出来る。
（１）ポリマーは、熱可塑性高分子を含有する。
（２）ポリマーは、熱硬化型高分子を含有する。
（３）ポリマーは、エラストマー（弾性体）であり、好ましくは、破断伸度が２００％を
上回り、１００％弾性率が３０００ＰＳＩ以下のエラストマーである。
（４）ポリマーは、ポリエステル、たとえば、ポリエチレンテレフタレートグリコールポ
リマー（ＰＥＴＧ）である、例えばＥａｓｔｅｒ　ａｎｄ　Ｄｕｒａｓｔｅｒの商品名で
Ｅａｓｔｍａｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ社から販売されているポリエステルの一つであり、あ
るいは、Ｈｙｔｒｅｌの商品名でＤｕ　Ｐｏｎｔ社から販売されてい
るポリエステルの１つである。
（５）ポリマーはポリウレタンである。例えば、Ｉｓｏｐｌａｓｔの商品名でＬｕｂｒｉ
ｚｏｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから販売されているような硬質ポリウレタン、あるいは
、商品名ＰｅｌｌｅｔｈａｎｅでＬｕｂｒｉｚｏｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから、商品
名ＥｌａｓｔｏｌｌａｎでＢＡＳＦ社から、そして、商品名ＴｅｘｉｎでＢａｙｅｒ社か
ら販売されている熱可塑性ポリウレタン（ＴＰＵ）の中の一つである。
（６）前記のポリマーは、高密度ポリエチレン、低密度ポリエチレン、中密度ポリエチレ
ン、鎖状低密度ポリエチレンを含むポリオレフィン；または、エチレンと１つあるいはそ
れ以上のコモノマー、例えば、他のα－オレフィン、ビニールアセテート、アクリル酸、
メタアクリル酸、メチルアクリル酸塩、エチルアクリル酸塩、そして、ブチルアクリル酸
塩からなる群から選択されたコモノマーとからなるコポリマー；または、ポリプロピレン
、例えば、不純物を除去されたポリプロピレン；または、プロピレンコポリマー、例えば
、不純物を除去されたプロピレンコポリマー；または、ポリスチレン；または、スチレン
と１つあるいはそれ以上のコモノマー、たとえば、アクリルコモノマー、アクリロニトリ
ル、ブタジエンからな成る群から選択されたコモノマーとのコポリマー、そして、スチレ
ンとエチレン、エチレンとプロピレン、イソプレンとブタジエンのブロックコポリマー；
サイクリックオレフィンのポリマー；そして、ポリメチルペンテンを含む。
（７）ポリマーはアクリル、或は、メタアクリル樹脂であり、ポリアクリロニトリルやア
クリロニトリルのコポリマーを含む。
（８）ポリマーは脂肪族、或は、芳香族、或は、脂肪族と芳香族の混合ポリアミド、ポリ
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カーボネート、ポリエーテル、アイオノマー樹脂、或は、セルローズエステルまたはエー
テルである。
（９）ポリマーはフッ素重合体である、例えば、ポリフッ化ビニリデン、フッ化エチレン
プロピレン、ポリ塩化ビニル、あるいは商品名Ｋｙｎａｎｆｌｅｘで販売される製品であ
る。
【００３３】
高分子組成物内の添加物質
　高分子組成物は単一の光学添加物、或は、２つあるいはそれ以上の光学添加物を含む。
高分子組成物は光学添加物ではない他の添加物を含む事が出来る。光学添加物は、色素、
染料、光散乱粒子や蛍光物質からなる群から選択される１つあるいはそれ以上の光学添加
物である。
【００３４】
　光学添加物は、次の特性のいづれか１つ、或は、次の特性の１つあるいはそれ以上の可
能な限りの組み合わせを、選択的に有する事が出来る。
（１）光学添加物は、０．７６ｍｍの厚さを有する高分子組成物のサンプルに分散される
時、約５５０から約７００ｎｍの波長領域の光を、優先的に吸収する。そこでＤ６５光源
を標準光源として用いて、参照白色サンプル（例えば白色タイル）に対して測定される時
、白色タイルとポリマーシートの組み合わせに対するＬＡＢ色値は、約１８と９５の間の
Ｌ値、約－２から＋２のＡ値、約－１から－１０のＢ値となる。
（２）前記光学添加物には青から紫の範囲の色、例えばウルトラマリンブルー、ウルトラ
マリンバイオレット、酸化マンガン、フタロシアン、バイオレット９２、バイオレット１
１Ｃ、ブルー３８５、ブルー２１４、ブルー３０Ｃ５９１、ブルー３０Ｃ５８８、ＦＤＣ
ブルー＃１、ブルー２１４の色素または染料が含まれる。そのほかに使用できる青と紫の
色素として以下のもの（ＣＩ名で記載）が含まれる。ＰＢ　１，ＰＢ　１：２；ＰＢ　９
，ＰＢ　１５；ＰＢ　１５：１，ＰＢ　１５：２，ＰＢ　１５：３，ＰＢ　１５：４，Ｐ
Ｂ　１５：６，ＰＢ　１５：３４；ＰＢ　１６，ＰＢ　１７，ＰＢ　２４，ＰＢ　２５，
ＰＢ　２７，ＰＢ　２８，ＰＢ　２９，ＰＢ　３０，ＰＢ　３１，ＰＢ　３４，ＰＢ　３
５；ＰＢ　３６；ＰＢ　３６：１，ＰＢ　６０，ＰＢ　６１，ＰＢ　６１：１，ＰＢ　６
２，ＰＢ　６３，ＰＢ　６６，ＰＢ　６８，ＰＢ　７１，ＰＢ　７２，ＰＢ　７３，ＰＢ
　７４，ＰＢ　７５，ＰＢ　７６，ＰＢ　７９，ＰＢ　８０，ＰＢ　８１，ＰＢ　８２，
ＰＢ　８４，ＰＢ　１２８，ＰＶ　１，ＰＶ　１：１，ＰＶ　１：２，ＰＶ　２，ＰＶ　
２：２，ＰＶ　３，ＰＶ　３：１，ＰＶ　３：３　ＰＶ　５，ＰＶ　５：１，ＰＶ　７，
ＰＶ　１３，ＰＶ　１４，ＰＶ　１５，ＰＶ　１６，ＰＶ　１８，ＰＶ　１９，ＰＶ　２
３，ＰＶ　２５，ＰＶ　２７，ＰＶ　２９，ＰＶ　３１，ＰＶ　３２，ＰＶ　３６，　Ｐ
Ｖ　３７，ＰＶ３９，ＰＶ　４２，ＰＶ　４４，ＰＶ　４７，ＰＶ　４８，ＰＶ　４９，
ＰＶ　５０，ＰＶ５５，ＰＶ　５８とＰＶ　１７。
（３）前記光学添加物には赤色の色素または染料、例えばＮＲ　１．ＮＲ　２，ＮＲ　３
，ＮＲ　４，ＮＲ　６，ＮＲ　８，ＮＲ　９，ＮＲ　１０，ＮＲ　１１，ＮＲ　１２，Ｎ
Ｒ　１６，ＮＲ　２０，ＮＲ　２２，ＮＲ　２３，ＮＲ　２４，ＮＲ　２５，ＮＲ　２６
，ＮＲ　２８，ＮＲ　３１，ＰＲ　１，ＰＲ　２，ＰＲ　３，ＰＲ　４，ＰＲ　５，ＰＲ
　６，ＰＲ　７，ＰＲ　８，ＰＲ　９，ＰＲ　１２，；ＰＲ　１３，；ＰＲ　１４，ＰＲ
　１５，ＰＲ　１７，ＰＲ　１９，ＰＲ　２１，ＰＲ　２２，ＰＲ　２３，ＰＲ　３１，
ＰＲ　３２，ＰＲ　３８，ＰＲ　３９，ＰＲ　４７，ＰＲ　４８，ｔＰＲ　４８：１，Ｐ
Ｒ　４８：２，ＰＲ　４８：３，ＰＲ　４８：４，ＰＲ　４９，ＰＲ　４９：１，ＰＲ　
４９：２，ＰＲ　５２：１，ＰＲ　５２：２，ＰＲ　５３，ＰＲ　５３：１，ＰＲ　５７
，ＰＲ　５７：１，ＰＲ　５７：２，ＰＲ　５８：４，ＰＲ　６０，ＰＲ　６０：１，Ｐ
Ｒ　６１，ＰＲ　６２，ＰＲ　６３，ＰＲ　６３：１，ＰＲ　６９，ＰＲ　８１，ＰＲ　
８１：１，ＰＲ　８１：２，ＰＲ　８１：３，ＰＲ　８１：４，ＰＲ　８３，ＰＲ　８３
：１，ＰＲ　８３：３，ＰＲ　８５，ＰＲ　８８，ＰＲ　８９，ＰＲ　９０，ＰＲ　９０
：１，ＰＲ　１０１，ＰＲ　１０１：１，ＰＲ　１０２，ＰＲ　１０３，ＰＲ　１０４，
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ＰＲ　１０５，ＰＲ　１０６，ＰＲ　１０７，ＰＲ　１０８，ＰＲ　１０８：１，ＰＲ　
１０９，ＰＲ　１１２，ＰＲ　１１３，ＰＲ　１１３：１，ＰＲ　１１４，ＰＲ　１１９
，ＰＲ　１２０，ＰＲ　１２１，ＰＲ　１２２，ＰＲ　１２３，ＰＲ　１３９，ＰＲ　１
４４，ＰＲ　１４６，ＰＲ　１４７，ＰＲ　１４８，ＰＲ　１４９，ＰＲ　１５０，ＰＲ
　１６０，ＰＲ１６６，ＰＲ　１６８，ＰＲ　１６９，ＰＲ　１７０，ＰＲ　１７０：１
，ＰＲ　１７１，ＰＲ　１７２，ＰＲ　１７３，ＰＲ　１７４，ＰＲ　１７５，ＰＲ　１
７６，ＰＲ　１７７，ＰＲ　１７８，ＰＲ　１７９，ＰＲ　１８０，ＰＲ　１８１，ＰＲ
　１８３，ＰＲ　１８４，ＰＲ　１８５，ＰＲ　１８７，ＰＲ　１８８，ＰＲ　１９０，
ＰＲ　１９２，ＰＲ　１９３，ＰＲ　１９４，ＰＲ　２００，ＰＲ　２０２，ＰＲ　２０
４，ＰＲ　２０６，ＰＲ　２０７，ＰＲ　２０８，ＰＲ　２０９，ＰＲ　２１０，ＰＲ　
２１１，ＰＲ　２１２，ＰＲ　２１３，ＰＲ２１４，ＰＲ　２１６，ＰＲ２２１，ＰＲ　
２２３，ＰＲ　２２４，ＰＲ　２２６，ＰＲ　２３０，ＰＲ　２３１，ＰＲ　２３２，Ｐ
Ｒ　２３３，ＰＲ　２３５，ＰＲ　２３６，ＰＲ　２３８，ＰＲ　２３９，ＰＲ　２４２
，ＰＲ　２４３，ＰＲ　２４５，ＰＲ　２５１，ＰＲ　２５２，ＰＲ　２５３，ＰＲ　２
５４，ＰＲ　２５５，ｔＰＲ　２５６，ＰＲ　２５７，ＰＲ　２５８，ＰＲ　２５９，Ｐ
Ｒ　２６０，ＰＲ　２６２，ＰＲ　２６４，ＰＲ　２６５，ＰＲ　２６６，ＰＲ　２６８
，ＰＲ　２６９，ＰＲ　２７０，ＰＲ　２７１，ＰＲ　２７２，ＰＲ　２７３，ＰＲ　２
７４，ＰＲ　２７５，ＰＲ　２７６，ＰＲ　２７９，ＰＲ　２８２，ＰＲ　２８６，ＰＲ
　２８７，ＰＲ　２８８とＰＲ　５７１が含まれる。
（３）前記光学添加物には光散乱（反射）粒子、好ましくは、０．７６ｍｍの厚さの高分
子組成物の試料を自然光にさらすと、入射光の約５％から５０％、好ましくは５％から２
５％が反射する光散乱粒子が含まれる。（上記に）適する光散乱粒子としては、二酸化チ
タン、硫酸バリウム、炭酸カルシウム、窒化ホウ素、シリカ、雲母、球状ガラス粒子が含
まれる。シェルの中にそのような添加物が存在すると、入射光の一部が、歯牙に吸収され
る前に反射されるため、歯牙の自然な色（通常は黄色および／あるいは赤みがかった黄色
）を隠す傾向がある。反射される入射光の量が５％を下回るとその改善効果はわずかであ
る。一方で、反射される入射光の量が５０％を超えると、歯が、自然のように知覚されな
いレベルにまで、（シェルをかぶせた）歯牙の組織の知覚度が、減少する。
【００３５】
　光散乱は粒子および（粒子が分散されている）ポリマーの屈折率に差がある場合に起こ
る。屈折率の差が大きいほど、光散乱の強度が上がる。前記の粒子が関心波長の入射光に
対し光学的に透明である場合、原則として全ての光が反射もしくは透過する。前記の粒子
が一つもしくはそれ以上の範囲の波長の光を吸収すると、高分子組成物は低減した波長量
からなる色をもつと認識される。光反射粒子の割合が高く、実質的にすべての入射光が散
乱すると、前記高分子組成物は白色に見える。光反射粒子の割合がより低いと、前記高分
子組成物は半透明に見え、その中を通過する光は“拡散する”であろう。本用途において
は、添加される光散乱粒子は、いずれも光を吸収しないことが一般的に望まれ、前記の粒
子が歯の色を悪くしたり、濃淡値を上げたりすることはない。時として、全光線透過率を
高い値に維持しつつ、光散乱を起こすのに十分な粒子を使用することが望まれる。　
【００３６】
　光散乱粒子の適切な使用は、歯をより白く見せるだけでなく、違う色をもつ部分、例え
ば着色した部分或いは歯の根元の黒ずんだ部分を隠すことができ、その結果、より均一に
、美容上好ましい外観を得る事ができる。
（４）前記光学添加物は、およそ４００ｎｍより短い波長の紫外線を吸収し、約４００ｎ
ｍから６００ｎｍの範囲の波長の光を発する蛍光物質を含む。これらの蛍光物質は光沢剤
ともよばれる。蛍光物質は、任意で、約５５０から７００ｎｍの範囲の波長をもつ光を吸
収することもできる。染料　及び／或は　色素の少なくともいずれか一方は、反射光が可
視波長域全体でより等しくバランスが保たれる（各原色がより等しく含まれる）ような、
光の選択的な吸収を引き起こす。その結果として、シェル内に染料　そして／または　色
素の少なくともいずれか一方が存在すると、歯の色をより白色に近く見せる。一方でまた
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、染料または色素の少なくともいずれか一方は、反射される光の総量を減少させるため、
歯は本来の明るさには見えない。蛍光物質は可視波長域外の光を吸収し、かつ可視スペク
トルの紫―青―緑領域の光を発することにより、歯をより白く、そして、より明るく見せ
る事が出来る。多くの蛍光物質が知られており、それらの化学構造は多岐にわたる。それ
らには、例えば、トリアジン－スチルベン、クマリン、イミダゾリン、ジアゾール、トリ
アゾール、ベンゾオキサゾリンおよびビフェニール－スチルベンが含まれる。特定の光学
増白剤としては以下のＣＡＳ番号で示される物質が含まれる。７１２８－６４－５、１５
３３－４５－５、２３９７－００－４、５０８９－２２－５、４０４７０－６８－６、１
３００１－３８－２、１３００１－３９－３、５８４４９－８８－０、１３００１－４０
－６、１６４７０－２４－９、２２２６－９６－２、４１９３－５５－９、２７３４４－
４１－８および６０９０－０２－１。
【００３７】
高分子組成物
　本発明で使用される自立型シェル内の高分子組成物にはポリマー、例えば、上記で開示
したポリマー、と光学添加物、例えば上記で開示した添加物が含まれる。時として、高分
子組成物の形状が厚さ０．５ｍｍの均一なシートの場合には、高分子組成物の全透過率が
約８０％より大きく、ＡＳＴＭ　Ｄ　１００３で測定した拡散透過率が約５０％を超える
ことが望ましい。
【００３８】
　最善の結果とは、多くの場合、自然に見える歯の意味であり、かつ治療を受けた人の希
望通りの白さであることを意味するが、その結果を得るためには、光学添加物の選択は、
シェルを装着する歯の視診と併せて行われる。現在、各個人のために特別な組成物を処方
するのは実用的ではない。しかし、当該技術に精通した技術者が、独自の知識と本明細書
の開示事項を考慮して、優れた結果が得られそうな組成物を選択できるように、比較的限
られた数の“標準”組成物を処方することは現実的である。
【００３９】
　歯学上の熟練技術者は、歯の色の評価方法や、歯の自然な色にあう充填物や歯冠の材料
の選択に精通している。一般的な歯の色は、しばしば、文字（普通Ａ－Ｄ）と数字（普通
１－４）の組み合わせ、すなわち、異なった色合いを示すＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ（Ａレッドイエ
ロー、Ｂイエロー、Ｃグレー、そしてＤレッドイエローグレー）と色の彩度を示す１－４
で示される。Ｍ１、Ｍ２そしてＭ３という表記は、強く漂白された歯を表すために、一般
的に使われる。その代わりに、歯の色を、比色計で測定することも出来る。自立型シェル
により覆われる歯の色を決定するため、熟練者は、シェルに加工され歯の上に装着される
シェル材料を、（シェルで）覆われた歯が、望ましい色（通常は、歯の自然な色より実質
的により白い）となるように、そして、望むらくは、歯のどのような汚れでも完全にある
いは部分的に隠すように、選択する。例えば、（ＶＩＴＡスケールで）Ｂ４色を有する歯
が、（ＬＡＢスケールで）Ａ値が２．５とＢ値が－５のシェルで覆われている場合、歯は
、約１から４色調（暗度）より明るく見える。シェル材料の色は、覆われた歯が知覚され
る色ではない。なぜなら、知覚される色は、（シェルの下にある）歯の自然色、シェル材
料の色、そして、入射照明の種類に依存するからである。自然な歯の色は、シェルなしの
同じ歯の色より、ＶＩＴＡスケールに従って、少なくとも１色調明るい事が、望ましい。
【００４０】
高分子組成物とその組成物を含む高分子シートの作成
　本発明に使用される高分子組成物やそれらの組成物を含む高分子シートは、高分子技術
の専門家によく知られている従来の方法によって作成される。
【００４１】
自立型高分子シェルを形成する為の高分子シート
　自立型高分子シェルは、しばしば、望ましい組成の高分子シートを成形することにより
作成すると便利である。高分子シートは、下記の特性のいづれか一つ、或いは、それ以上
の特性のあらゆる可能な組み合わせを、任意に持つ事が出来る。
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１．０．１０－２ｍｍ、好ましくは０．１５－１．５　ｍｍの均一な厚さの平らなシート
である。
２．外周が円、楕円、或いは、長方形（正方形を含む）であり、例えば１０－１００平方
インチの面積を有する平らなシートである。
３．大人もしくは子供の上顎もしくは下顎の歯の模型を完全に覆うような面積を有する平
らなシートであり、例えば円板状の平らなシート、もしくは円板の一部（例えば半分）で
ある平らなシートである。
４．高分子組成物が、シートのいたるところで同一である。
５．高分子組成物が、シートの上部から底部の間で変動する。例えば、シートの厚さ方向
の位置が異なると、添加物（または、一つもしくはそれ以上の添加物）の濃度が異なり、
一つ、或は、それ以上の厚み方向位置では添加物が無い（或いは、一つあるいはそれ以上
の添加物のいづれもがない）という可能性も含む。
６．シートが、異なる高分子組成物の２層あるいはそれ以上の層を有するラミネートであ
る。たとえば、（１）シートが自立型シェルに成形される時にシェルの外面ではない層、
たとえば、三層ラミネートの中心層に光学漂白剤を含むラミネートである、あるいは（２
）ｉ）シートが自立型シェルに成形される時に歯に接触する層であり、光学添加物の第１
の濃度を含む第１の層、および、ｉｉ）シートが自立型シェルに成形される時に露出され
る層であり、光学添加物を含まないか、或いは、第１の濃度より実質的に低い第２の濃度
、例えば、多くても第１の濃度の０．２倍の光学添加物を含む第２の濃度を含む第２の層
からなるラミネートである。異なる層のポリマーは、一般的には同一であるが、異なって
いてもよい。
７．シートが種々の厚さをもち、歯型の上に熱形成される時、熱形成されたシートの各々
の部分は、少なくとも０．１ｍｍ、少なくとも０．１５ｍｍ、少なくとも０．２ｍｍ、或
いは、少なくとも０．３ｍｍの厚さ、そして、多くても１．５ｍｍ、好ましくは，多くて
も１ｍｍの厚さ、好ましくは０．２－１．０ｍｍの範囲の厚さを有する。
８．シートは図７に示されたＥエリア内の色を持つ。
９．シートは、実質的に、蛍光物質を含まない。またシートは、白色タイル上で測定され
る時、下表に示すようなＬＡＢスケールのＬ値、Ａ値、そしてＢ値をもつ。

　Ｌ値は全（反射）光なので（Ｌは１００）、シートが蛍光物質を含まない場合、添加さ
れる染色剤は常にＬ値を１００以下に減少させる。いくつかの実施例において、シートは
約８５より大きいＬ値、約－０．５より大きく約６．０より小さいＡ値、約－１．０から
－１５．０のＢ値を有する。
１０．シートは蛍光剤および任意で他の光学剤を含み、約３００から約４００ｎｍ（ＵＶ
）の周波数でＤ６５光源にフィルターをかけた光を含む光源を用いて、白色タイルの上で
測定すると、下表に示すようなＬＡＢスケールのＬ値、Ａ値そしてＢ値を有する。

　いくつかの実施例において、Ｌ値は約８５より大きく、Ａ値は－１．０から６．０の間
にあり、そしてＢは－１．０から－１０．０、好ましくは－１．０から－５．０の間にあ
る。
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１１．シートの透明度が７５％より大きく、好ましくは８５％より大きい。
１２．シートはロール状で、幅５－６インチ（１２７－１５２　ｍｍ）、長さ５０－１０
０フィート（１５－３０　ｍ）である。
１３．複数のシート、たとえば２０、５０、１００或いは５００シートが、一緒に梱包さ
れる。
１４．シートの含水量が１％以下、好ましくは０．５％以下である。
１５．シートは、シートの変色を防止するように制御された条件下での乾燥を含む製造工
程で作成される。
【００４２】
自立型高分子シェル（通称：マウスピース）
　自立型シェルは、いかなる適切な方法でも作成出来る。ある実施形態において、自立型
シェルは、高分子組成物を含むシートを、例えば、シェルが装着される歯の歯列模型上で
熱加工成形する事によって、作成される。
【００４３】
本発明の第１そして第２の態様 
　自立型シェルは、装着される歯の前方の少なくとも主要な部分、好ましくは実質的には
歯の表面全体に、密接に適合する必要がある。一般的には、シェルは、装着者によって簡
単に歯から取り外す事が出来る（それは、例えば、食事、或は、通常の歯のクリーニング
の為には望ましい）。しかし、本発明は、シェルがより永久的に歯に固定される可能性を
含む。
【００４４】
　シェルは、次のような特性の一つ、或は、一つ以上の特性のあらゆる可能な組み合わせ
、を任意で有する。
（１）シェルの平均厚みは、少なくとも０．１ｍｍであり、好ましくは、少なくとも０．
１５ｍｍ、最大でも１．５ｍｍである。シェルの唯一の目的が、歯の外観を変える事であ
る場合には、平均厚みは、最大でも０．５ｍｍ或は０．４ｍｍであることが望ましい。シ
ェルが、歯列矯正治療過程で、例えば、保定装置（リテーナー）或は、他の歯科装置とし
て用いられる場合、シェルの平均厚みは、より厚く、例えば、少なくとも０．５ｍｍ、或
は、少なくとも０．６ｍｍである。
（２）シェルが、均一な厚みのポリマーシートを熱成形加工する事によって製作される場
合、シェルの厚みは場所によって異なり、その厚さは熱成形加工中のシートの変形量に依
存する。熱成形したシェルの唯一の目的が、歯の外観を変える事である場合には、その厚
さは、一般的に、少なくとも０．０６ｍｍ，少なくとも０．０８ｍｍ，少なくとも０．１
ｍｍ、或は、少なくとも０．２ｍｍ，少なくとも０．３ｍｍ，少なくとも０．４ｍｍ，少
なくとも０．５ｍｍ，少なくとも０．６　ｍｍ、或は、少なくとも０．７ｍｍであり、そ
して多くても１．０ｍｍ，或は、多くても０．８ｍｍである。熱成形されたシェルが、ま
た、歯列矯正治療過程で用いられる場合には、一般的に、その厚さは、少なくとも０．５
ｍｍ，少なくとも０．６ｍｍ、そして、０．７ｍｍ，少なくとも０．８ｍｍ，少なくとも
０．９ｍｍ，少なくとも１．０ｍｍ，少なくとも１．１ｍｍ，少なくとも１．２ｍｍ，少
なくとも１．３ｍｍ、或は、少なくとも１．４ｍｍであり、多くても１．５ｍｍである。
シェルの唯一の目的が、歯の外観を変えることである場合、厚さは、０．２から０．６ｍ
ｍの範囲の厚さであることが好ましく、０．３から０．５ｍｍの範囲の厚さが特に好まし
い。熱成形されたシェルが、歯列矯正治療過程にも用いられる場合、０．３から１．０ｍ
ｍの範囲の厚さが好ましく、０．５から０．８ｍｍの範囲の厚さが、特に好ましい。
【００４５】
　シェルは、厚さが均一でないポリマーシート、例えば、熱成形により変形する領域がよ
り大きな厚さを持つポリマーシート、を熱成形する事によって製作する事が出来る。
【００４６】
　シェルの唯一の目的が、歯の外観を変える事である場合、高分子組成物は、１０００Ｍ
Ｐａ以下、或は、８００ＭＰａ以下の曲げ弾性率を持つ事が出来る。シェルが、歯列矯正
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治療過程としても用いられる場合、高分子組成物は、１０００ＭＰａ以上、好ましくは、
１５００ＭＰａ以上、例えば、１０００～３０００ＭＰａの曲げ弾性率を有する事が好ま
しい。
（３）ポリマーシェルは、一種類、或は、それ以上の光学的添加物を含む。シェルの光学
特性を変化させる添加物の濃度は、歯の表面から離れた部分よりも歯の表面に近い部分で
より濃くする事が出来る。例えば、歯の表面から離れた位置にあるシェル表面のポリマー
は、光学的添加物を、実質的に含まなくてもよい。光学的添加物が、シェル内に均一分散
している場合、歯が、シェルの外面に向けて拡張しているように見える“ｆａｔｔｅｎｉ
ｎｇ”（膨張）効果が、しばしば生ずる。
シェルの外面が白く不透明であるような極端な事例では、シェルの比較的平滑な外面のみ
が知覚され、実際の歯の表面は知覚されない。好ましい実施例では、シェルの着色部分の
厚さは、約０．５ｍｍ以下であり、好ましくは、約０．２５ｍｍ以下であり、時には、０
．１ｍｍ以下である。
（４）シェルの少なくとも一部は、全可視光透過率が約７５％以上であり、白色タイル上
で測定した場合のＬＡＢ透過値は、Ｌ値が８５以上、Ａ値が約－１．０から約６、好まし
くは、約－１から約３であり、Ｂ値が、約－１．０から約－１５、好ましくは、約－１．
０から－５．０である。
（５）熱成形シェルの少なくとも一部は、例えば図１Ａと図４に示されるように、歯肉線
を越えて（歯の上端、或は、下端を超えて）広がる。熱成形シェルのうち歯肉線を越えて
広がる部分が、約７５％以上の全可視光透過率を有する場合、シェルの歯肉線を越えて広
がる部分は、本質的に見えない。
【００４７】
本発明の第３の態様
　本発明の第３の態様では、シェルを装着する歯の色を評価する事によって選択された高
分子組成物を利用する事が好ましい。その選択は、異なる色を有する一連の高分子組成物
からなされる。しかし、本発明は、その組成物が、多くの“標準色”の中の一つである可
能性を含む。歯の色の評価は、歯科医によって実施する事が出来、適切な高分子組成物の
選択は、その歯科医、もしくは、別な場所の第３者によって、なされる事が出来る。
【００４８】
　選択された高分子組成物を、外観を変えるべき歯に適合する形に成形する為には、いか
なる方法も使うことが出来る。組成物は、歯そのものの上で成形する事は出来ないので、
第一段階は、歯に一致するデジタル、或は、物理的模型を作成する事である。物理的模型
は、例えばアルギン酸組成物を用いて歯の印象を採得し、印象から作成した型を用いて物
理的模型を形成することによって作成できる。物理的模型は、デジタル模型からも作成出
来る。
【００４９】
　自立型シェルを作成する一つの方法は、歯の物理的模型上で、高分子組成物のシートを
熱成形する方法である。自立型シェルを作成する別の方法は、歯の物理的模型の上に高分
子組成物を、例えば、吹き付ける、塗る、或は、蒸着させることによって成形する方法で
ある。ポリマーは、熱可塑性高分子、もしくは、望ましい形に成形した後、例えば紫外線
照射で硬化させる熱硬化性重合体でありうる。
【００５０】
　別の自立型シェル作成方法は、歯のデジタル模型をもとに光造形プロセス（３次元プリ
ンテイング）によって作成する方法である。
【００５１】
本発明の第４の態様
　本発明の第４の態様には、（Ａ）シェルが装着される歯の色の評価をするステップ、お
よび、（Ｂ）ステップ（Ａ）の評価に基づいて、異なる色を有する一連の組成物から１種
類の組成物を選択するステップ、が含まれる。その方法は、好ましいステップとして、（
Ｃ）選択された組成物を、自立型シェルに成形するステップを含むこともできる。これら



(13) JP 6385828 B2 2018.9.5

10

20

30

40

50

のステップは、同一人物（通常は、歯科医）によって実施されること、或は、ステップ毎
に異なる人物によって実施されること、或は、ステップＡとＢは同一人物（通常、歯科医
）によって実施され、ステップＣは異なる人物により実施されること、或は、ステップＡ
は一人の人物（通常、歯科医）により実施され、ステップＢとＣは異なる人物によって実
施されることができる。
【００５２】
本発明の第５の態様 
　本発明の第５態様は、下記を含む、方法である。
（Ａ）一連の着色サンプルから、処置する歯の色に適合するサンプルを選択する。
（Ｂ）選択されたサンプルを、自立型シェルに成形されて歯に装着されると、歯に望まし
い外観を与える高分子組成物と、関連づける本発明の第５の態様の最初の実施例において
、サンプルは、（ｉ）ヒトの口腔内に歯が装着出来るような大きさに形成され、（ｉｉ）
歯の天然色に合致する一連の色を有し、そして、（ｉｉｉ）サンプルと関連づけられた高
分子組成物が本発明の第１態様に従って自立型シェルに成形されると歯に望ましい外観を
与えるように、異なる量の光学的添加物を含む種々の組成物と関連づけられる。一連のサ
ンプルは、自立型シェルに成形されると歯に望ましい外観を与えるような種々の組成物と
関連づけられているということを除いては、すでに知られている一連のサンプルでよい。
一連のサンプルは、例えば、少なくとも２種、少なくとも３種、少なくとも４種、少なく
とも５種、少なくとも６種、少なくとも７種、少なくとも８種、少なくとも９種、少なく
とも１０種、例えば、少なくとも２０種、例えば、２０～５０種の異なるサンプルを含む
事が出来る。一連のサンプルは、関連づけられた高分子組成物から作成されたシェルを装
着すると歯がどのように見えるかを示す写真、或は、デジタル画像によって補完され得る
。
【００５３】
　本発明の第５態様の第２の実施例では、サンプルは、自立型シェルと同様の厚さで、自
立型シェルに利用可能な色と同じ範囲の色を有する薄い着色ポリマー片である。これらの
ポリマー片は、ヒトに、選択された着色ポリマー片から作成された自立型シェルを歯に装
着した時に得られる歯の色について良いシミュレーションを示す。
【００５４】
本発明の第６の態様
　本発明の第６態様は、本発明の第３或は第５態様の方法で、例えば、シェルが装着され
る歯の物理模型の周囲にそのシートを熱成形する事によって用いられる高分子組成物のシ
ートを、提供する。
【００５５】
本発明の第７の態様
　本発明の第７の態様は、一連の高分子組成物のシートを、提供する。
そのシートは、（ｉ）異なる量の光学的添加物を含む種々の組成物（通常、光学的添加物
の量を除いて、同一の組成物）から構成され、（ｉｉ）本発明の第１の態様に従って、自
立型シェルを形成出来るようなシートである。例えば、種々のシートのそれぞれについて
、少なくとも２枚，少なくとも３枚，少なくとも４枚，望ましくは、少なくとも５枚，例
えば５～２０枚の、同一サンプルが、存在しうる。
【００５６】
本発明の第８の態様
　本発明の第８の態様は、本発明に用いられる新規の高分子組成物を提供する。その組成
物は、上述の特性のいくつか、或いは、全てを、保有することが出来る。
【００５７】
歯が欠損している場合の本発明の使用
　歯が欠損している場合、義歯（いわゆる架工歯（“ｐｏｎｔｉｃ”））を含むブリッジ
を作ることによって、欠損部分は、便宜的に、隠される。本発明は、歯の欠損部分を、補
正する別の方法を提供する。シェルは、欠損歯に相当する部分と共に形成する事が出来、



(14) JP 6385828 B2 2018.9.5

10

20

30

40

50

シェルのその部分の内部は、天然歯と同じ色を持つ充填材によって、部分的、或は、全面
的にコーテイングされるか、充填される。本発明のシェルを用いて、充填物の色を天然歯
に適合させることの方が、架工歯の色を、天然歯に適合させるよりも、著しく容易である
事が、明らかにされている。
【００５８】
審美性の改善と共に歯列矯正を行う為の本発明の使用
　もし、必要であれば、歯列矯正治療の為に、自立型シェルの一つ、或いは、複数の部位
は、一本、或いは、複数本の歯の本来の位置からずらして、設置される。それによって、
シェルが所定の位置に装着されると、一本、或いは、複数本の歯に対して、望ましい方向
に歯を移動させる力が、加わる。このような用途の場合、美容目的のみのシェルに必要な
硬さ、或いは、望ましい硬さより更に硬くする必要がある。例えば、歯列矯正装置に対し
ては、熱加工前の厚みが、０．５～０．８ｍｍの高分子シートを用いる事、及び、高分子
組成物の曲げ弾性率が、１０００～３０００ＭＰａである事が、望ましい。
【実施例】
【００５９】
実施例１
　表１の組成物Ａ～Ｆは、着色した、及び、着色していない硬質ポリウレタンから作成さ
れた。ＣＰＵ６６４とＺｅｎｄｕｒａ　Ａは、着色化している。Ｉｓｏｐｌａｓｔ２５３
０は、着色化していない。

通常範囲の歯の色の参照値は、参考文献から引用されている。
【００６０】
　印象は、アルギン酸を用いて個々人の上歯から採得され、歯科用石膏を用いて、陽型模
型に変換した。０．１６ｍｍの厚みを有するポリウレタンシート（組成物Ｃ）は、陽型石
膏模型の上で、熱成型され、削られ、そして、洗浄された。二つ目のシェルは、より長い
加熱サイクルを用いて、若干薄いシェルとして作成された。これらのシェルは、それぞれ
、ＵＢ－１及びＵＢ－２と、定義される。
【００６１】
　個人Ａの天然歯は、太陽光下で、調べると、同じ色を有する事が、分かった。次に、シ
ェルＵＢ－１を、上歯にのみ装着し、そして、太陽光下で上歯と下歯の写真を撮影した。
実施例１の上部シェルを、上歯に装着すると、図１Ａに示されるように、上歯は、下歯よ
り、明らかに白い事が、観察された。図１Ｂは、上歯の半分がシェルＵＢ－１で覆われ、
残りの半分が、覆われていない上歯を示す合成画像である。
【００６２】
　シェルＵＢ－２を、個人Ａの上歯にのみ装着し、そして、上歯と下歯の写真を、太陽光
下で、撮影した。その結果は、図２に示されている。
【００６３】
　図２中の右の門歯と右門歯の天然色の色分析を、コンピュータ描画プログラムを用いて
、行い、その結果を表２に示した。
表２．シェルを装着した右門歯と装着していない右門歯の色
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ェルは、元の歯の色を若干修正しすぎている。着色化したプラスチックシートの好ましい
初期値は、ＬＡＢ色彩値が、およそ、Ｌ＝９７，Ａ＝１．０、Ｂ＝－２．０となる事が、
予測される。
【００６４】
実施例２
　下表３に示されるサンプルＡ～Ｇは、スチレン共重合体Ｋ　Ｒｅｓｉｎ　ＢＫ１０（Ｃ
ｈｅｖｒｏｎ　Ｐｈｉｌｌｉｐｓ，ＬＬＣ社製）を、表３に示される量の合成成分と混合
することによって、作成された。表３の合成成分ＯＢ－１は、光学増白剤２，２－（１，
２－ｅｔｈｅｎｅｄｉｙｌｄｉ－４，１－ｐｈｅｎｙｌｅｎｅ）ｂｉｓｂｅｎｚｏｘａｚ
ｏｌｅ（Ｋｅｙｓｔｏｎｅ　Ａｎｉｌｉｎｅ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ社製）である。そ
の合成成分を、密閉式混合機で、混合し、約０．６５ｍｍの厚さのシートに、プレス加工
した。そのシートを、実施例１に示すようなシェルに成形し、個人Ａの上歯に適用した。
表３．Ｋ－Ｒｅｓｉｎの組成

個人Ａの右の門歯が、シェルＡ，Ｂ，そしてＣ、ＵＢ－１，ＵＢ－２，で覆われた時の色
値、そして、２つの比較対照値（何にも覆われていない個人Ａの右の門歯の色値の独立し
た２回の測定値）を、測定し、その結果を、下表４に示した。
表４．測定された色値
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組成成分Ｅで作成されたシェルは、不透明（光透過率５０％未満）であり、シェルの不透
明度が、歯間部分を隠す為、個々の歯牙が、望んだ通りには見えないので、歯牙美白用シ
ェルとしては、好ましくないと判断された。しかし、組成成分Ｅのシェルは、架工義歯が
用いられている場合のような歯の欠落部分を隠す事が望まれる場合には、価値を有する。
【００６５】
　図３は、自然な状態の下歯とシェルＡを装着した上歯を、示す。図３が示す通り、その
シェルの上端は、的確に、切り取られていない。図３は、自然な状態の下歯とシェルＢを
装着した上歯を示す。
【００６６】
　成分Ｇ（ＢＭ　７９－３９－Ｄ）から作成されたシェルを、明るい昼光と散乱光のもと
で、評価し、その結果を、表５に示す。予想通りに、特定の色値は、光の種類と量によっ
て変化する。表５は、個人Ａの右門歯が、成分Ｇで作成されたシェルで覆われた場合の色
値と、比較対照値（個人Ａの右門歯が、何にも覆われていない場合の色値）を示す。
表５．　　　　

いずれの光照射方法においても、色値データは、黄色（の色値）の劇的な減少と、歯の色
の改善を示している。
【００６７】
　図５は、直射日光下におけるシェルを装着していない上歯と下歯の写真である。図６は
、成分Ｇから作成されたシェルで上歯をカバーした場合の直射日光下における上歯と下歯
の写真である。
【００６８】
実施例３
　ＰＥＴＧ樹脂（Ｅａｓｔａｒ　６７６３）は、ウルトラマリンブルーとウルトラマリン
バイオレット色素マスターバッチとを化合させ、０．０７ｍｍの厚さのシートに押し出し
成形されている。色素の量は、そのシートを白色タイル上で測定したＬＡＢ色値が、Ｌ＝
９４，Ａ＝１．３，Ｂ＝－２．５となるように（調整されている）。歯科用印象は、プラ
スチック製歯科用トレーとアルギン酸を用いて、個人の上歯と下歯から作成される。歯科
用硬石膏は、１００グラムの石膏と２４グラムの水を混合して、アルジネート型の中に流
し込み、固化させる事により作成される。石膏型は、取り外して、洗浄される。円盤状サ
ンプル（デイスク：Ｄｉｓｋｓ）は、押し出し成形シートを直径１２５ｍｍのサンプルに
型抜きし、８０度Ｃで、２時間乾燥することによって、作成される。乾燥したデイスクは
、Ｇｒｅａｔ　Ｌａｋｅｓ　Ｄｅｎｔａｌによって製造販売されているＢｉｏｓｔａｒ(
登録商標)ｔｈｅｒｍｏｆｏｒｍｅｒ（熱成形機）を用いて、石膏模型上で、加圧成形さ
れる。熱成形部品は、石膏模型から取り外され、歯肉線に沿って切り取って、洗浄される
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。色測定は、シェルが、歯牙に装着される前後に、個人の歯牙上で、なされる。
【００６９】
次の説明は、本発明の特別な態様を定義する。
　説明１．光学的添加物を含む高分子組成物から成り、複数の歯をかぶせるように形成さ
れた空孔部を含むシェルは、平均厚みが、０．１ｍｍ～１．５ｍｍで、好ましくは、０．
２～１．５ｍｍ、そして、透明度は、７５％以上、好ましくは、８５％以上、シェルで覆
われた時に観察される歯の色は、（ｉ）シェルが無い歯の色よりも実質的に黄色が薄く、
そして／或は、（ｉｉ）シェルで覆われた時の歯の観察色が、少なくとも、歯の色分類シ
ステムに従って、シェルが無い同じ歯の色よりも、一段階明るく、そして／或は、（ｉｉ
ｉ）シェルで覆われた時の歯の観察色が、シェルの無い同じ歯の色よりも明るく輝いてい
る。
　説明２．説明１に（記載された）高分子組成物から成るシェルは、ポリエチレンやポリ
エステルのようなポリオレフィンから構成されるグループから選択されたポリマーに基づ
いている。　そのポリマーは、）例えば、ポリエチレン・テレフタレート・グリコール樹
脂（ＰＥＴＧ）のような共重合体（コポリマー）、硬質ポリウレタンを含むポリウレタン
、熱可塑性ポリウレタン（ＴＰＵ）、ポリプロピレンとプロピレン共重合体、アクリル及
びメタクリル樹脂そして共重合体、ポリスチレンと共重合体（ランダム及びブロック共重
合体、エラストマー、フルオロポリマーを含む）を含む。
　説明３．説明１、或いは、説明２に記載されたシェルに含まれる光学添加物は、一種類
或いは複数の色素、染料、光散乱粒子、そして、光学特性を有する蛍光材料を、含む。
　説明４．説明１、或いは、説明２に記載されるシェルに含まれる光学添加物は、ウルト
ラマリン色素、ウルトラマリン・ブルー、ウルトラマリン・バイオレット、コバルトを主
とする色素、そして、樹脂可溶性染料から構成される群から選択される。
　説明５．説明１、或いは、説明２に記載されるシェルに含まれる光学添加物は、酸化チ
タン、硫化バリウム、炭酸カルシウム、シリカ、マイカ、そして、酸化亜鉛から構成され
る群から選択される材料を、含む。
　説明６．説明１、或いは、説明２に記載されたシェルに含まれる光学添加物は、３９０
ｎｍ以下の波長の光を吸収し、４００ｎｍ　から６００ｎｍまでの波長の光を放射する蛍
光材料を、含む。
　説明７．説明１或いは説明２に記載されるシェルに含まれる光学添加物は、約５５０ｎ
ｍから約７００ｎｍ　の波長領域の光を吸収する蛍光材料、及び、色素、或いは、染料を
含む。
　説明８．説明１から説明５までのいずれかに記載されたシェルは、蛍光剤を含まない。
また、歯に装着されないで、白色タイル上でＬＡＢスケールを測定する時、そのシェルの
Ｌの値は、５０～９９、好ましくは、７５～９９、より好ましくは、８０～９９、特に好
ましくは、８５～９９であり、Ａの値は、－１～１０、好ましくは　－３～６、より好ま
しくは、－２～５、特に好ましくは、－１～５、例えば、０．５～５、そして、Ｂの値は
、－１～－１４、好ましくは、－１０～－１、例えば、－１０～－２、より好ましくは、
－７～－１、特に好ましくは、－５～－１．５である。
　説明９．説明１～７のいづれかに記載されたシェルは、蛍光剤から成る光学添加物を含
み、歯に装着されないで“Ｄ６５（標準光源）に対して、フィルターをかけた約３００～
４００ｎｍの波長を有する光を含む光源”を用いて、白色タイル上で、ＬＡＢスケールを
測定する時、そのシェルのＬ値は、７５～１１０、好ましくは、８０～１１０、より好ま
しくは、８５～１１０、特に好ましくは、８５～９９、Ａ値は、－３～６、より好ましく
は、－２～５　、特に好ましくは、－１～４、そして、Ｂ値は、－１０～－１、より好ま
しくは、－７～－１、特に好ましくは、－５～－１．５である。
　説明１０．説明１～９のいづれかに記載されているシェルにおいては、入射光の約１０
％から約５０％が、（シェルの）下にある歯よりもシェルから反射されている。
　説明１１．説明１～１０のいづれかに記載されているシェルは、シェルが、歯牙に対す
る歯列矯正治療を提供する。



(18) JP 6385828 B2 2018.9.5

　説明１２．説明１～１１のいづれかに記載されているシェルは、シェルが、２層、或は
、それ以上の層から構成され、最も外側の層は、他の層よりも、低い濃度の光学活性物質
を含む。
　説明１３．説明１２に記載されたシェルの最も外側の層は、０．２から０．７ｍｍの厚
さである。
　説明１４．高分子組成物のシートは、説明１～１３のいづれかに記載されているシェル
に、熱成型される。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２】

【図３】
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【図７】
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